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第２章　内部努力の徹底 ＊参考として平成１６年度の実績（平成１７年３月末見込）を（　）内に記入した。

人事考課制度につい
ては、職員の能力・業
績をより的確に把握
できる評価制度を確
立し、その結果を給与
等に反映していくしく
みを検討する。

各
年
度
の
実
績

取り組み内容

取り組みによる効果等

継続

一部実施

１４年度

職員の職務遂行能
力・業績及び職員の
職務上の責任の大き
さなどの給与決定要
素を明確にできる給
料表の研究・検討な
ど、職員の能力・業績
が処遇に反映できる
人事・給与制度の構
築に向け検討する。

一部実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

１５年度 達成状況

人事考課制度の活用

実
施
予
定
時
期

職員課

取り組み事項 取り組みの実績

　評定補助票の導入と評価者訓練の実施により評価
の精度向上が図られた。また、自己申告書を策定する
過程でのヒアリングを通じ、職員とのコミュニケーション
が図られ、所属長が職員の職務遂行状況をより正しく
把握できるようになった。

今後の方向性

平成１４年度以降順次実施

　平成１４年度には評価の精度向上を図るため、評定
補助票を導入した。
　平成１５年度には管理職へ評価者訓練を実施した。
また管理職以外の自己申告制度を見直し、年度に２回
（目標設定時と実績報告時）記入する方式に改良し
た。

担当課

具体的な取り組み実績等取り組み事項

総合決定給型給料表
の見直し

取り組みの実績

１５年度

実
施
予
定
時
期

ー

今後の方向性

継続

取り組みによる効果等

具体的な取り組み実績等

各
年
度
の
実
績

検討

平成１４年度以降検討

１４年度 達成状況

検討

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

○行財政構造改革のための取り組み実績（平成１４～１５年度）

担当課

職員課

取り組み内容

　平成１４年、１５年度には国の地方公務員制度改革
などの動きを踏まえ、職員の業績等をより重視した新
たな人事考課制度ついて調査・検討を行った。

（平成１６年度には目標管理型人事考課制度の具体的
な調査研究を行った。）
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一部実施

各
年
度
の
実
績

一部実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

達成状況１５年度１４年度

今後の方向性

　能力・業績本位の人事給与制度の運用が促進され
た。

取り組みによる効果等

継続

担当課

職員課

勤勉手当の支給にあ
たっては、成績率の
早期導入を図る。

勤勉手当への成績率
の導入

取り組み内容

　「功績顕著」というあいまいな基準での適用がなく
なった。

取り組みの実績

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

平成１４年度実施

検討 実施

１５年度１４年度 達成状況

名誉昇給について
は、勤続年数に応じ
た取り扱いから、職員
の業績等を重視した
制度運用を図る。

取り組み事項

具体的な取り組み実績等

取り組み内容

担当課

職員課

名誉昇給の見直し

実
施
予
定
時
期

取り組み事項

各
年
度
の
実
績

　これまでの名誉昇給制度を廃止し、新たな名誉昇給
を平成１６年１月１日から実施した。

・名誉昇給基準
　生命を賭して職務を遂行した職員が退職する場合又
はこれに準ずる事由により職員が退職する場合にその
職員の功績に報いること。

平成１５年度の定年退職者数：１６人
　　　　〃　　 　 勧奨等退職者：１２人

取り組みによる効果等

実
施
予
定
時
期

平成１４年度検討

今後の方向性

完了

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

　管理職については、前年度の成績を勤勉手当に反
映する仕組みを平成１４年度に導入した。
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１４年度 １５年度

　特別昇給の基準を改めたことにより、成績主義の推
進が図られた。

継続

実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

　給与の世代間配分の適正化が促進された。
■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施

達成状況

実
施
予
定
時
期

平成１４年度実施

取り組みの実績

担当課

取り組み事項 具体的な取り組み実績等

取り組み事項 取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

１５年度 達成状況

特別昇給・昇格制度
については、職員
個々の能力と業績を
より反映した制度運
用を図る。

各
年
度
の
実
績

実施

職員課

今後の方向性

昇給停止年齢の引き
下げ

実
施
予
定
時
期

担当課

　特別昇給については、平成１４年度には連年の特昇
付与など、より職員の業績を反映した運用を行った。平
成１５年度には成績主義の推進の観点から、特別昇給
の基準を改め、短縮月数の拡大と付与率の見直しを
行った。
　特別昇格については、より職員の業績を反映した運
用を行った。

取り組みによる効果等

取り組み内容

１４年度

特別昇給・昇格制度
の適正な運用

各
年
度
の
実
績

給与の世代間配分の
適正化を図るため、
昇給停止年齢を５５
歳に引き下げる。

取り組み内容

職員課

平成１４年度以降順次実施

　平成１４年度から、５５歳に達した年度の翌年度以
降、昇給を停止する。なお、経過措置として、３年ごと
に１歳づつ引き下げていく。

実施年度　　　　　昇給停止年齢
H14～16　　　　　　　　58歳
H17～19　　　　　　　　57歳
H20～22　　　　　　　　56歳

H23～　　　　　　　　　 55歳

昇給停止対象者数
平成１５年度：４０人

実施

完了

取り組みによる効果等

今後の方向性
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１４年度

職員定数について
は、組織の見直しや
事務のスクラップ・ア
ンド・ビルド、区有施
設の民営方式の導
入、民間委託の推進
などにより、３００人程
度の削減を行う。

各
年
度
の
実
績

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

実施実施

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

達成状況１５年度

職員の能力や病気、
家庭の事情などによ
り職務を全うできない
と認められる職員に
ついて、本人の申し
出による希望降任制
度を導入する。

平成１４年度実施

１５年度 達成状況１４年度

－実施

取り組み内容

各
年
度
の
実
績

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

具体的な取り組み実績等

　平成１４年度は民間委託の推進、派遣・退職不補充
等により７３名の定数減を行った。
　平成１５年度も引き続き民間委託の推進、派遣・退職
不補充等により１３２名の定数減を行った

　　　　　　 　  H13       H14　　　H15　　   H16
職員定数　  1,362     1,289     1,157     1,108
職員数       1,362     1,304     1,255     1,207

今後の方向性

取り組みによる効果等

　職員数の減による人件費の抑制が図られた。

継続

取り組みの実績

職員課

今後の方向性

完了

取り組みによる効果等

　降任制度の導入により、より適切な人事配置を行う
体制ができた。

具体的な取り組み実績等

実
施
予
定
時
期

取り組み事項 取り組みの実績

職員希望降任制度の
導入

担当課

　平成１４年１２月に、「本人希望による降任制度実施
要綱」を制定し、平成１５年１月１日から実施した。

（目的）
第１条　家族の介護などにより、職責を果たすことが困
難になった職員に対し、本人希望による降任を可能と
し、職員本人の負担の軽減及び組織の活性化を図る。

平成１４～１５年度の降任実績はなし

職員課

取り組み事項

取り組み内容

職員定数の削減

担当課
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具体的な取り組み実績等

完了

具体的な取り組み実績等

　退職金割増制度の活用など時限的措置について
は、退職手当の見直しがあったため見合わせ、勧奨退
職の割増率は通常通り年２％換算で実施されている。

勧奨退職者数（清掃派遣職員、幼稚園教諭等を除く）
平成１４年度：  ９人
平成１５年度：１２人

新規採用の抑制

担当課

職員課

取り組み内容

取り組み事項

勧奨退職の促進

実
施
予
定
時
期

取り組み内容

担当課

取り組みの実績

職員課

平成１４年度実施

各
年
度
の
実
績

職員の新規採用につ
いては、職員構成や
人材育成等に配慮し
つつ、極力抑制する。

実
施
予
定
時
期

取り組みの実績取り組み事項

今後の方向性

取り組みによる効果等

　勧奨退職制度により、定年前の職員の退職が促進さ
れ、人件費の抑制につながっている。

達成状況

取り組みによる効果等

達成状況

　退職不補充等、新規採用の抑制を行った。

新規採用者数
平成１４年度：１３人
平成１５年度：  ０人
（平成１６年度：０人）

平成１５年度以降順次実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施検討

　職員数の減による人件費の抑制が図られた。

勧奨退職制度につい
ては、今後の職員構
成などを勘案しなが
ら、高齢職員について
の退職金の割り増し
制度を活用するなど、
時限的な措置を検討
する。

今後の方向性

完了

各
年
度
の
実
績

実施

１４年度

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

１４年度 １５年度

１５年度

実施
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　平成１４年度に、事務事業の見直しや人材の活用に
より臨時職員の賃金を全体で概ね５０％程度削減し
た。

達成状況

具体的な取り組み実績等

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

完了

今後の方向性

取り組みによる効果等

　再任用・再雇用職員の適正配置が促進され、人件費
の節減につながった

平成１４年度実施

職員課

各
年
度
の
実
績

取り組みの実績

実施

具体的な取り組み実績等

達成状況

実
施
予
定
時
期

平成１４年度実施

１４年度 １５年度

　再雇用・再任用職員について、職員の知識経験等を
もとに適正な配置を行った。

　　　　　　　　　　　       　H13    H14    H15
定年退職者数              29      25      16
うち次年度再任用         19      14      10
うち次年度再雇用          0        6        1

再任用：週32時間出勤
再雇用：月15日出勤　→　月12日出勤（H16年度）

１５年度１４年度

担当課

臨時職員の削減

実施

取り組み事項 取り組みの実績

実
施
予
定
時
期

完了

取り組みによる効果等

今後の方向性

　臨時職員の賃金を大幅に削減できた。

－

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施

各
年
度
の
実
績

取り組み内容

職員課

臨時職員について
は、事業の内容や形
態を勘案し、おおむね
５０％程度の削減を
行う。

再任用・再雇用職員
については、能力や
専門的知識を活用
し、より一層の適正な
配置や雇用を推進す
る。

取り組み内容

再任用職員等の適正
管理

担当課

取り組み事項
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　職員の超過勤務手当を削減できた。

今後の方向性

具体的な取り組み実績等

取り組み内容

特別職（区長・助役・
収入役）及び教育長
については、給与の
調整手当及び退職手
当の削減を行う。

特別職（教育長を含
む）の調整手当及び
退職手当の削減

取り組み事項

担当課

取り組み内容

職員の超過勤務手当
については、組織の
見直しや応援体制な
どの活用・工夫を行
い、おおむね３０％程
度の削減を行う。

超過勤務手当の削減

取り組み事項

担当課

各
年
度
の
実
績

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

１４年度 １５年度

－実施

職員課

企画総務課

－実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

完了

取り組みによる効果等

今後の方向性

　手当が大幅に削減された。

　平成１４年３月に「千代田区長等の調整手当及び退
職手当の特例に関する条例」を制定し、平成１４年４月
１日から施行している。

                調整手当                 退職手当
区長        １２％→０％        ５．５ヵ月→４．７ヵ月

助役        １２％→４％        ３．４ヵ月→３．１ヵ月

収入役     １２％→７％        ２．６ヵ月→２．４ヵ月

教育長           〃                           〃

具体的な取り組み実績等取り組みの実績

実
施
予
定
時
期

平成１４年度実施

達成状況１４年度 １５年度

各
年
度
の
実
績

実
施
予
定
時
期

完了

取り組みによる効果等

　平成１４年度に、組織の大括り化や応援体制の活
用、ノー残業デーの実施などにより超過勤務手当を３
０％削減した。

達成状況

平成１４年度実施

取り組みの実績
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　平成１４年度に以下のとおり組織を再編した

   再編前                                再編後
地域振興部                          区民生活部
保健福祉部                          保健福祉部
都市整備部                          まちづくり推進部
環境清掃部                          環境土木部

完了

継続

　区民生活に関わる課（税務課、保険年金課、文化学
習スポーツ課、防災課）と事業を「区民生活部」に編入
したことにより、区民にとって分かりやすい体制になっ
た。また、出張所を助役直轄としたことにより、組織横
断的な課題に取り組む体制が整備された。

今後の方向性

取り組みによる効果等

具体的な取り組み実績等

実
施
予
定
時
期

平成１４年度実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

取り組みの実績

１５年度１４年度
企画総務課

　事業部制の実施により、平成１４年度に人件費を含
む経常的経費について、一般財源ベースで予算枠を
各事業部に付与し、事務事業の企画・立案・見直しを
各部に委ねる「事業部予算枠編成方式」を実施した。
また、平成１５年度には２ヵ年の予算枠を提示し、後年
度予算枠への繰り延べや前年度予算枠からの前借り
を認める、事実上の複数年度予算編成を推進。
　その他、組織・人事に関する権限を事業部長に付
与。
・区の組織整備の方針に基づく区内部組織の整備
・課長補佐と称することができる職の指定
・統括係長までの部間及び部内における異動
・随時異動、応援派遣など

具体的な取り組み実績等

今後の方向性

取り組みによる効果等

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施

　より区民に近い立場にある各事業部が自らの責任で
決定し、行動するという意識が醸成され、新たな区民
サービスの取り組みや施策のレベルアップが図られ
た。

事業部制の導入と各
部への権限移譲の促
進

横断的課題解決のた
め、現行の地域振興
部、保健福祉部、都
市整備部、環境清掃
部の４部を再編・統合
する。

担当課

政策経営部門と事業実
施部門とを分離し、予算
編成・執行権、人事権、
組織編成権などの各部
への移譲を促進し、庁
内分権を進める。また、
予算編成段階から各部
の創意工夫や事務改善
が促進され、新たな取り
組みや施策のレベル
アップに活かせ、事業執
行に対するインセンティ
ブが高まる「事業部制」
を導入する。

担当課

取り組み内容

取り組み事項

事業実施部門の再
編・統合

取り組み事項

各
年
度
の
実
績

取り組み内容

実施

達成状況

－

１５年度
企画総務課

実
施
予
定
時
期

一部実施

平成１４年度以降順次実施

達成状況１４年度

各
年
度
の
実
績

取り組みの実績

- 46 -



取り組み事項

各部への権限移譲を
踏まえ、おおむね１課
１５人程度を基準に、
課の大括り化を図る。

取り組み事項

達成状況

　平成１４年度に事業部門を切り離し、企画部と総務部
を統合し、各事業部の支援機能と政策立案機能に特
化した「政策経営部」を新設した。また政策経営部に政
策担当部長を設置し、政策立案機能の強化を図った。

担当課

平成１４年度実施

企画総務課

政策立案機能の強化

実
施
予
定
時
期

各
年
度
の
実
績

取り組み内容

取り組みの実績

取り組みによる効果等

今後の方向性

　政策立案・調整機能が強化された。

完了

－

実施

取り組みによる効果等

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

　限られた人員を効果的・効率的に活用し、新たな政
策課題に柔軟に対応する執行体制が整備された。

継続

　平成１４年度に事業部制導入を視野に入れた大規模
な組織改正を行い、その中で部の再編、課の統廃合を
行った。
　平成１５年度も引き続き課の大括り化を推進するた
めに統廃合を行った。

課長ポスト数
平成１３年度：７２
平成１４年度：５５（▲１７）
平成１５年度：４９（▲６）

（平成１６年度：５２）

今後の方向性

担当課

１４年度 １５年度
企画総務課

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施
課の再編

達成状況

取り組み内容

各
年
度
の
実
績

実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

具体的な取り組み実績等

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

事業部制による各部
への権限移譲を視野
に入れ、企画部と総
務部を統合し（仮称）
「政策経営部」を設置
することにより、政策
立案機能の強化を図
る。。

１４年度 １５年度

実施
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　事業部制導入による課の統廃合に伴うものも含め、
小規模係の再編と主査制の導入、グループ制の一部
導入を進めた。

係長・主査ポスト数
平成１３年度：２４５
平成１４年度：２３２（▲１３）
平成１５年度：２１７（▲１５）

（平成１６年度：２２０）

具体的な取り組み実績等

取り組み内容

達成状況１４年度 １５年度

各
年
度
の
実
績

一部実施一部実施

事務執行の効率化を
図るため、１係５人程
度を基準に、小規模
係については再編に
取り組む。また、多種
多様な行政需要に機
動的・弾力的に対応
するため、グループ
制、主査制などを導
入する。

企画総務課

実
施
予
定
時
期

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手
今後の方向性

継続

企画総務課

各
年
度
の
実
績

管理職ポストを１０ポ
スト以上削減する。

１４年度 １５年度

実施実施

達成状況

　限られた人員を効果的・効率的に活用し、新たな政
策課題に柔軟に対応する執行体制が整備された。□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

取り組みによる効果等

継続

今後の方向性

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

　管理職ポストの見直しにあたり関連事務の統廃合や
重点課題の推進等を視野に入れた結果、効率的な事
務執行に一定の成果があった。

平成１４年度以降順次実施

取り組みによる効果等

管理職ポストの削減

取り組み事項 取り組みの実績

担当課

小規模係の再編とグ
ループ制などの導入 平成１４年度以降順次実施

取り組み事項

担当課

取り組み内容

実
施
予
定
時
期

　事業部制を視野に入れ、組織改正を行い、管理職ポ
ストを見直した。
 
管理職ポスト数（課長＋部長）
平成１３年度：８６
平成１４年度：６９（▲１７）
平成１５年度：６２（▲７）

（平成１６年度：６４）
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核家族化や女性の社
会参加に伴う子育て
支援強化と、こども園
などの児童の育成環
境の整備を推進して
いくため、新たに区長
部局に子育て推進担
当を整備する。あわ
せて、西神田児童・家
庭支援センターの機
能を強化する。

　平成１４年度組織整備において、こども園の設置など
子育て関連施策を総合的に推進するため、保健福祉
部に「子育て推進室」を設置した。また、西神田児童・
家庭支援センターでは平成１４年度に下記の事業を所
管し、子育てを支援する拠点としての機能を強化した。
・子ども情報局（ホームページ）
・いっとき保育
・子ども１１０番   など
　（平成１６年度には子ども・家庭支援センター相談機
能を強化した。また次世代育成支援行動計画を策定し
た）

区民に対するワン・ス
トップサービスの実現
をめざし、住民基本台
帳ネットワークの整備
を踏まえ、戸籍、住民
記録、税証明などの
事務を１か所で済ま
すことができる（仮称）
総合窓口を設置す
る。

実
施
予
定
時
期

平成１４年度実施

各
年
度
の
実
績

取り組みによる効果等

各
年
度
の
実
績

達成状況

今後の方向性

検討検討

取り組みによる効果等

継続

―

１５年度

－

担当課

企画総務課

担当課

取り組みの実績

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

実
施
予
定
時
期

平成１５年度実施

１４年度

実施

ワン・ストップサービ
ス供給体制の整備

企画総務課

子育て推進体制の整
備

取り組み事項

取り組み内容

達成状況

取り組み内容

１４年度 １５年度

今後の方向性

完了

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

　様々な要因による子育て不安の解消や子どもに対す
る虐待の早期発見・早期対応等が的確に図れるような
育児相談体制など、子育て支援強化と、児童の育成環
境の整備を推進する体制が整った。

具体的な取り組み実績等

　新庁舎開設に合わせて、総合窓口設置に向けての
検討を行っている。
　平成１５年度からは新庁舎機能拡充プロジェクト・
チーム内の、総合窓口・区民ホール部会で検討を行
い、議会特別委員会分科会への対応を行っている。

具体的な取り組み実績等取り組み事項 取り組みの実績
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　文化学習スポーツ課の設置により、生涯学習分野に
おける類似事業の統合や、文化・スポーツ施策を総合
的に推進する体制が整備された。

取り組みによる効果等

取り組みの実績

１５年度 達成状況

具体的な取り組み実績等取り組み事項

今後の方向性

完了

各
年
度
の
実
績

各部各課で実施して
いる講座・講習会や、
文化関連施策の効果
的・効率的な実施を
図るため、区長部局
に（仮称）区民学習・
スポーツ推進担当を
整備する。

取り組み内容

平成１４年度実施

１４年度

　平成１４年度組織整備において、文化・スポーツ施策
を一元的に推進するため、生涯学習振興課とスポーツ
振興課を統合し、区民生活部に「文化学習スポーツ
課」を設置し、教育委員会から所管事務を移管した。

平成１５年度　千代田区文化芸術基本条例制定
（平成１６年度　文化芸術プランを策定）

担当課

企画総務課

学習・スポーツ、文化
施策の一元的実施体
制の整備

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

－実施

実
施
予
定
時
期
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第３章　経営的視点を導入した行財政運営の確立

担当課

高齢者福祉課
１５年度

取り組み事項

平成１２年４月の介護
保険の施行により、特
別養護老人ホームと
在宅サービスセン
ターが介護保険対象
施設となったことか
ら、「いきいきプラザ
一番町」内の特別養
護老人ホーム等につ
いて、民営方式を導
入する。

取り組み内容

準備

各
年
度
の
実
績

実
施
予
定
時
期

実
施
予
定
時
期

取り組みの実績

平成１５年度実施

平成１６年度実施

１４年度

今後の方向性

①箱根千代田荘
　平成１８年度に民間事業者への施設の無償貸付による民
営化を行い、利用者サービスの向上と効率的な管理運営を
図るため、平成１６年度は浴室等の改修工事などの準備を
行った。
②湯河原千代田荘
　建物賃借契約について価格が妥当であるか民間業者に
調査を依頼した。それとともに今後の民営化方針を検討中。
③メレーズ軽井沢
　用途地域の制限があり、保養所としての民間事業者への
貸付による民営方式の導入は困難。引き続きサービス向上
と効果的・効率的運営を図る方針で検討中。

　いきいきプラザ一番町特別養護老人ホーム・高齢者
在宅サービスセンターの利用料金方式（管理委託制度
のうち利用料金を管理受託者の収入とする方式）導入
による公設民営化
　平成１４年度　管理受託法人と協議
　平成１５年度　利用料金方式導入の調査検討・準備
（平成１６年度　利用料金方式による運営を導入。）

（※地方自治法の改正による管理委託制度廃止・指定
管理者制度創設に伴い、平成１８年度から指定管理者
制度に移行予定。利用料金方式は継続。）

―

具体的な取り組み実績等

取り組みによる効果等

今後の方向性

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

１４年度 達成状況

継続

継続

具体的な取り組み実績等

取り組みによる効果等

＊平成１６年度から利用料金方式による運営導入によ
り、事業執行における一層の効率化、法人の独自性を
活かしたサービスの提供及び区負担の軽減が図られ
る見込み。
　区負担の予算削減額　６２，５７９千円
（１５年度８３，２４２千円→１６年度２０，６６３千円）

取り組みの実績取り組み事項

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

特別養護老人ホー
ム、在宅サービスセン
ターの民営方式の導
入

準備
（H16実施）

検討 準備

区民総務課

取り組み内容

区立保養施設等の民
営方式の導入

担当課

保養施設（箱根千代田
荘、湯河原千代田荘、メ
レーズ軽井沢）について
は、民間事業者に経営
インセンティブを付与
し、さらなる区民サービ
スの向上と効果的・効
率的運営を図るため、
民営方式を導入する。
なお、施設設置の意義・
目的が薄れていると認
められる施設について
は、廃止を含め検討す
る。

達成状況

各
年
度
の
実
績

１５年度
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取り組み事項

障害者福祉施設の民
営方式の導入

生活福祉課

平成１８年度実施

担当課

実
施
予
定
時
期

１４年度

直営区立障害者施設につ
いては、今後の施設整備
にあわせ、施設の建設や
管理運営を民間事業者に
委ね、区民サービスの向
上と民間の経営ノウハウ
を活かした効果的・効率的
運営を図る。また、福祉作
業所については、本格移
転時にあわせ、法内施設
化を図るとともに、施設の
管理運営に民営方式を導
入する方向で検討する。

１５年度

平成１８年度実施

担当課

保育園については、
施設の建設や管理運
営を民間事業者等に
委ね、区民サービス
の向上と民間の経営
ノウハウを活かした効
果的・効率的運営を
図るため、民営方式
を導入する方向で検
討する。

取り組み内容

取り組み事項

保育園の民営方式の
導入

１４年度 １５年度 達成状況

検討

＊麹町保育園の建替えを機に、民設民営方式を導入
する方向。
　（平成２０年度に建替え整備予定）
　
　なお、平成１５年１１月には区内初の認証保育所とし
て、株式会社経営の「ポピンズナーサリー一番町」を誘
致し、運営を行わせている。

今後の方向性

＊区立保育園の民設民営方式導入は検討中

　認証保育所の誘致により区負担額を抑えつつ、待機
児童数ゼロを維持するとともに、長時間保育のニーズ
にも応じるなど区民サービスの向上が図られた。

取り組みによる効果等

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

子育て推進課

取り組みの実績

各
年
度
の
実
績

検討

各
年
度
の
実
績

取り組み内容

検討

具体的な取り組み実績等

検討

今後の方向性

①（仮称）障害者福祉センター
　富士見福祉会館を移転し、障害者福祉センターとし
て整備の方向。設置場所等を検討中。
②障害者通所授産施設
　福祉作業所を移転し、法内施設化の予定。
　平成１４年度　区庁舎との合築による新庁舎等整備
に含めて障害者通所授産施設を整備する方針を決定
　平成１５年１０月　障害者通所授産施設等検討会設
置
　平成１６年３月　検討会報告
　（平成１９年度から新庁舎内に指定管理者制度によ
る公設民営で設置、運営予定）

―

取り組みによる効果等

取り組みの実績

達成状況

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

実
施
予
定
時
期

在園児１人当たり区負担額
平成１５年度
　認証保育所　１，０４５千円
　区立保育園　２，２４１千円

継続

具体的な取り組み実績等

継続
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経理課

自動車運転業務につ
いては、運行管理委
託などを進める。ま
た、電話交換業務に
ついては、ダイヤルイ
ン化を促進する。

取り組み事項

１５年度

一部実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

１５年度

取り組みの実績

各
年
度
の
実
績

検討

１４年度

今後の方向性
職員数
平成１４年度　１１名
平成１５年度　１０名

取り組み事項

取り組み内容

情報システムの業務
委託

担当課

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

一部実施

情報システム課
達成状況

達成状況

取り組みによる効果等

継続

具体的な取り組み実績等

①自動車運転業務
　平成１０年度から一部委託を行っており、運転手の定
年退職に合わせて委託化する。（平成１４年度、１５年
度の実績はなし）
②電話交換業務
　平成１５年度に一部委託を開始し、区常勤職員３人、
委託業務員１人の計４人体制で対応している。平成１５
年６月にはダイヤルインを導入した。

　電話交換業務の一部委託により、人件費が削減され
た。また、ダイヤルインの導入により、区代表番号の取
り次ぎ件数が約３０％減少し、交換台待ち件数も約５
０％減少した。

取り組みによる効果等

取り組みの実績

実
施
予
定
時
期

　新住民情報システムは外部委託化により、課の役割
が運用保守業務から主管課と事業者との調整業務に
移行したことで、職員を削減することができ、さらにシス
テムそのものを変更したことで、運用経費も削減するこ
とができた。

具体的な取り組み実績等

　平成１３年度から住民情報システムについての再構
築作業を進め、平成１４年７月に新たな住民記録及び
印鑑システムについて委託事業者の業務センターにお
いての運用保守を開始した。さらに税務、国民健康保
険システム等を新住民情報システムに移行し、平成１
５年５月には全てのシステムを外部委託とし、庁内に
設置されていたホスト系コンピュータは撤去した。
　その他、公共施設利用予約システム、図書館システ
ムについて、リプレースに合わせて区民サービスの向
上につながるよう、インターネットに接続可能なシステ
ムに移行したのに伴い、外部委託化による運用保守を
開始した。

実
施
予
定
時
期

平成１５年度以降順次実施

システム開発の効率
化や保守運用業務の
高度化を実現し、あ
わせて経費の縮減を
図るため、個人情報
の保護等に配慮しな
がら、情報システムの
業務委託を推進す
る。

取り組み内容

自動車運転、電話交
換業務の業務委託

担当課

一部実施

各
年
度
の
実
績

１４年度

平成１４年度以降順次実施

今後の方向性

継続
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学校・保育園の給食
調理については、衛
生管理面に万全を期
したうえで、調理業務
の委託化を進める。

平成１４年度以降順次実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

達成状況１５年度

一部実施

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

学校・保育園給食調
理の業務委託（保育
園・こども園）

子育て推進課

取り組み内容

学校・保育園の給食
調理については、衛
生管理面に万全を期
したうえで、調理業務
の委託化を進める。

担当課

学校施設課

取り組み事項

学校・保育園給食調
理の業務委託（学校）

取り組みの実績

取り組み内容

取り組み事項

担当課

実
施
予
定
時
期

各
年
度
の
実
績

取り組みによる効果等

今後の方向性

継続

委託化により、運営コストを削減できた。

小学校：８校中２校（麹町小、和泉小）を委託
１食当たりのコスト（食材費除く）
１４年度８１７円→１５年度７２８円

各
年
度
の
実
績

１４年度

①小学校
　平成１５年度は２校（麹町小、和泉小）で給食調理を
委託化した。
（平成１６年度は２校（九段小、お茶の水小）を委託化。
平成１８年度まで毎年２校ずつ委託化を実施する予
定）
②中学校
　５校のうち３校はミルク給食であり完全給食は未実施
だったが、平成１４年９月から給食調理の民間委託と
親子方式（一橋中から麹町中と九段中に配送、練成中
から今川中に配送）により全校の完全給食を実施し
た。１５年度 達成状況

一部実施

取り組みの実績

一部実施

一部実施

１４年度

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

継続

今後の方向性

　給食を１日３食から延長保育を含めた４食に増やすと
ともに、運営コストを削減できた。

１食当たりのコスト（食材費除く）
１３年度７４４円→１４年度４６６円→１５年度２９３円

具体的な取り組み実績等

中学校：全５校を委託
１食当たりのコスト（食材費除く）
１４年度９６３円→１５年度５４８円

取り組みによる効果等

保育園６園中２園の給食調理業務を委託化した。
　平成１４年度　四番町保育園
　平成１５年度　いずみこども園

（平成１６年度は麹町保育園で実施した。平成１７、１８
年度には残る３園で実施予定）

具体的な取り組み実績等
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公共施設の設計等の
委託拡大

担当課

取り組み事項

学校警備について
は、引き続き機械化
を促進する。

一部実施

実施

取り組みの実績

実
施
予
定
時
期

今後の方向性

取り組みによる効果等

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

継続

達成状況

１５年度 達成状況

未実施

１４年度

担当課

学校警備の業務委託

取り組み事項

各
年
度
の
実
績

取り組みによる効果等

平成１４年度以降順次実施

　設計・監理業務の性格上、区が指導・監督の責任を
負いつつも、民間による建設関係の情報・技術等の質
や量を確保することができた

　委託化により、維持管理コストを削減することができ
た。

取り組みの実績

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

各
年
度
の
実
績

営繕課

取り組み内容

学校施設課

具体的な取り組み実績等

公共施設の設計、維
持管理、修繕、施設
保全などを含めた公
共施設の管理全般に
わたり、委託を拡大す
る。

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

取り組み内容

１４年度

一部実施

１５年度

継続

　平成１３年度までに防災拠点校である３校を除く区内
小中学校１０校中７校の機械警備化を図ってきた。平
成１４年度には１校で実施。

防災拠点校
小学校：２校（番町・お茶の水小学校）
中学校：１校（一橋中学校）

これまでの機械警備化の実績
小学校：（麹町・九段・千代田・昌平・和泉）
中学校：（九段・今川・練成）

今後の方向性

具体的な取り組み実績等

　平成１４年度には工事監理業務を３件委託し、うち２
件は年度内に、１件は平成１５年度に施設が竣工し
た。
　平成１５年度には設計業務を１件委託し、年度内に
施設が完成した
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完了

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施

取り組みによる効果等

　委託化により、サービスの質・量を確保しつつ、管理
運営コストを削減することができた。

今後の方向性

一部実施

各
年
度
の
実
績

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

一部実施

達成状況

具体的な取り組み実績等

 　平成１１年度から舞台操作業務の一部を委託してい
たが、平成１５年度に受付業務を委託し、管理運営業
務を全面委託した。

１５年度

１４年度

達成状況

取り組みの実績

準備

各
年
度
の
実
績

１４年度

担当課

　平成１４年度には、生活環境条例の巡回パトロール
員確保と公園維持業務への人員転換のため、１０月か
ら公園清掃の一部委託を開始した。
　平成１５年度には、公園清掃を全面的に委託し、新
規事業に職員をシフトした。

担当課

区民総務課

実
施
予
定
時
期

取り組み内容

１５年度

取り組み事項

道路・公園維持管理
の業務委託

平成１４年度以降順次実施

具体的な取り組み実績等取り組みの実績

平成１４年度以降順次実施

実
施
予
定
時
期

公会堂、総合体育
館、図書館（四番町図
書館を含む）などの公
共施設については、
委託の範囲をさらに
拡大し、総合的な管
理業務全般にわたる
委託を進める。

取り組み内容

公共施設管理運営の
業務委託（公会堂）

取り組み事項

道路公園課

道路や公園の維持作
業については、業務
委託をさらに推進す
る。

取り組みによる効果等

　生活環境条例など新規事業に職員を従事させること
ができた。また、２ヵ所あった土木事務所を１ヵ所に統
合した。

今後の方向性

継続
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取り組みによる効果等

　施設管理運営については平成１０年度までに委託化
が完了している。
　平成１４年度からは一部を除きスポーツ競技大会を
体育協会が自主的に運営している。

（平成１６年度にはスポーツ教室・講習会の運営を、一
部を除き体育協会へ委託した。）

　委託化と組織の廃止・統合により、サービス水準を維
持しつつ、職員を削減するなど効果的・効率化な運営
が図られた。

今後の方向性

公会堂、総合体育
館、図書館（四番町図
書館を含む）などの公
共施設については、
委託の範囲をさらに
拡大し、総合的な管
理業務全般にわたる
委託を進める。

公共施設管理運営の
業務委託（ちよだパー
クサイドプラザ）

取り組み事項

具体的な取り組み実績等

継続

具体的な取り組み実績等

　平成１５年度に業務管理委託を行った。

  （平成１６年度にはちよだパークサイドプラザの組織
を廃止し、区民総務課に統合した。また、ちよだパーク
サイドプラザ内の児童館的機能を委託した。）

実
施
予
定
時
期

準備

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

各
年
度
の
実
績

１４年度 １５年度

一部実施
（H16実施）

平成１４年度以降順次実施

区民総務課

取り組み内容

取り組み事項

達成状況

取り組みの実績

担当課

文化学習スポーツ課

取り組み内容

取り組みの実績

１４年度

公共施設管理運営の
業務委託（総合体育
館）

１５年度

各
年
度
の
実
績

達成状況

担当課

公会堂、総合体育
館、図書館（四番町図
書館を含む）などの公
共施設については、
委託の範囲をさらに
拡大し、総合的な管
理業務全般にわたる
委託を進める。

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

準備

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

一部実施

取り組みによる効果等

継続

今後の方向性

　スポーツ競技大会を競技団体が自主的、主体的に運
営するようになった。
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具体的な取り組み実績等取り組み事項 取り組みの実績

　平成１５年７月からインターネットによる予約申込と施
設での予約を実施した。
 
（平成１８年度以降は、保養施設の民営化により、申込
み方法の多様化が図られる見込）

保養施設受付業務の
エージェント化等

取り組み内容

準備

達成状況１５年度

公会堂、総合体育
館、図書館（四番町図
書館を含む）などの公
共施設については、
委託の範囲をさらに
拡大し、総合的な管
理業務全般にわたる
委託を進める。

１４年度

実
施
予
定
時
期

一部実施

実
施
予
定
時
期

　平成１５年度に四番町図書館のレファレンス等の基
幹業務を除く業務を委託化した。

平成１４年度以降順次実施

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

各
年
度
の
実
績

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

公共施設管理運営の
業務委託（図書館）

取り組み事項

担当課

図書文化財課

担当課

取り組み内容

一部実施検討

取り組みによる効果等

　祝日開館、年末開館を実施し、開館日を大幅に拡大
することができた。

四番町図書館の開館日（平成１５年度）
対前年度比で５７日増

１５年度

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

継続

取り組みによる効果等

　インターネットでの予約受付や施設での予約が可能
となり、利用者の利便性が向上した。

達成状況

平成１５年度実施

１４年度

保養施設の受付業務
については、区民の
優先利用に配慮しつ
つ、施設の利用率向
上と区民の申し込み
手段の多様化を促進
するため、旅行会社
や施設直接受付を導
入する。

各
年
度
の
実
績

区民総務課

今後の方向性

今後の方向性

見直し
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継続

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

達成状況

一部実施

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

取り組みの実績

１５年度 達成状況

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

各
年
度
の
実
績

１４年度

準備 一部実施

取り組み事項

取り組み内容

担当課

取り組み事項

生活衛生課

検査業務の委託

臨床検査、公害検
査、衛生監視等に関
わる検査業務につい
て、業務の法的根
拠、専門性、効率性を
勘案し、民間の検査
機関へ委託できるも
のは、これを推進す
る。

取り組み内容

担当課

１５年度

一部実施

１４年度

各
年
度
の
実
績

子育て推進課

児童館や学童クラブ
の運営については、
民間委託等のほか、
地域の区民やＮＰＯな
どが運営・参加するし
くみを検討する。

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

継続

取り組みによる効果等

  委託化により検査技士を衛生監視職に充当し、業務
量が増大している食品衛生監視員を増員することがで
きた

今後の方向性

取り組みによる効果等

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

　平成１５年４月から保健所で行う臨床検査業務を全
て民間事業者へ委託した。

児童館等の管理運営
体制の見直し

今後の方向性

具体的な取り組み実績等

　民間企業のノウハウを活用したことにより、柔軟で弾
力的な運営が可能になり、経費が節減できたほか、保
護者に多様な選択肢を提供することもできた。また、学
童クラブの待機児童を解消した。

　平成１４年４月に千代田小学校の施設を利用して、
社会福祉法人が民設民営の学童クラブ「アフタース
クールさくら」を開設した。
　平成１５年４月には麹町小学校の施設を利用して、
社会福祉法人が民設民営の学童クラブ「アフタース
クールこうじまち」を開設した。

（平成１６年度にはちよだパークサイドプラザの児童館
的機能を委託した。）
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完了

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

具体的な取り組み実績等

１５年度

検討

（仮称）保養施設バウ
チャー制度の導入

担当課

取り組み事項

文化学習スポーツ課

１４年度

平成１５年度実施

実
施
予
定
時
期

担当課

取り組み内容

今後の方向性

今後の方向性

各
年
度
の
実
績

１５年度

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

達成状況

　講座講習会の受講に関して、区民の選択肢が広がっ
た。

取り組み内容

区立保養施設につい
ては、事業を民間に
委ねる民営化を進め
るとともに、区民の余
暇・レクリエーション活
動に資するため、区
民の誰もが、どこでも
使える個人補助制度
（バウチャー制度）の
導入を検討する。

―

　保養施設の民営化に合せて検討した

取り組みによる効果等

見直し

区民総務課

取り組みの実績

各
年
度
の
実
績

－

実
施
予
定
時
期

平成１５年度以降順次実施

達成状況

準備 実施

１４年度

取り組みの実績取り組み事項

（仮称）生涯学習バウ
チャー制度の導入

区民の生涯学習を促
進するため、区民の
自由な選択により、受
講したい講座・講習会
に使える個人補助制
度（バウチャー制度）
を導入する。

取り組みによる効果等

具体的な取り組み実績等

　平成１５年度に講座講習会バウチャー制度を導入す
るとともに、従来、各出張所で春、秋実施していた地域
教養講座を見直し、生涯学習教養講座として一元的に
実施した。

講座講習会バウチャー制度利用実績
平成１５年度　７６人

（平成１６年度講座提供機関  ５大学、６民間学習機
関）
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取り組みの実績

達成状況

　本庁舎や富士見一丁目計画、神田東松下町計画、
総合防災案内板の設置等、基本方針に沿って検討・整
備が進められている。

１５年度 達成状況

取り組みによる効果等

　ＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー）の考え方を踏まえ、公共
施設整備において区が直接実施するよりも民間の資金とノ
ウハウを活用した方がより効果的・効率的な行政サービス
の提供が可能な場合、ＰＦＩ・定期借地等による整備を推進
するため、平成１４年９月に「千代田区ＰＦＩ等導入基本方針」
を策定した。

具体的な取り組み実績等

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

取り組み事項

担当課

実
施
予
定
時
期

取り組みの実績

平成１４年度以降順次実施

１４年度

今後の方向性

平成１５年度以降順次実施

担当課

取り組み事項

福祉総務課、高齢者福祉課、
児童・家庭支援センター

（仮称）福祉バウ
チャー制度の導入

１４年度

取り組み内容

未実施

各
年
度
の
実
績

－

公共施設整備におい
て、区が直接実施す
るよりも、民間の資金
とノウハウを活用した
方が、より効果的・効
率的な行政サービス
の提供が可能な場
合、ＰＦＩ・区有地の定
期借地制度等による
整備を推進する。

実施

実
施
予
定
時
期

計画評価担当課長

ＰＦＩ手法等による公
共施設整備の推進
（基本方針の策定）

□達成

□一部達成

□検討中

■未着手

未実施

各
年
度
の
実
績

１５年度

見直し

―

今後の方向性

　障害者福祉サービスについては、平成１５年４月か
ら、国の制度として、サービス選択事業である「支援費
制度」が導入されている。

（高齢者福祉、子育て支援サービスについては、未検
討。）

具体的な取り組み実績等

取り組み内容

福祉サービスの日常
必需サービス化を推
進するため、誰でも、
適切な負担で、必要
なときに、必要なサー
ビスを選択できる個
人補助制度（バウ
チャー制度）の導入を
検討する。＜対象＞
高齢者福祉、障害者
福祉、子育て支援な
ど

継続

取り組みによる効果等
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取り組み事項

公共施設整備におい
て、区が直接実施す
るよりも、民間の資金
とノウハウを活用した
方が、より効果的・効
率的な行政サービス
の提供が可能な場
合、ＰＦＩ・区有地の定
期借地制度等による
整備を推進する。

ＰＦＩ手法等による公
共施設整備の推進
（住宅供給）

取り組み内容

住宅課

担当課

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

継続

実
施
予
定
時
期

　東京都住宅供給公社に普通借地制度で区有地を賃
貸し、平成１５年９月に岩本町二丁目複合施設内の８
～１５階部分に、１０年の入居期限付き一般賃貸住宅
（コーシャハイム神田）が供給され、管理が開始されて
いる。

　コーシャハイム神田の戸数：５５戸

（神田東松下町計画については、検討中）

平成１４年度以降順次実施

１５年度

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

検討

各
年
度
の
実
績

達成状況

達成状況
新庁舎整備担当課長

実
施
予
定
時
期

公共施設整備におい
て、区が直接実施す
るよりも、民間の資金
とノウハウを活用した
方が、より効果的・効
率的な行政サービス
の提供が可能な場
合、ＰＦＩ・区有地の定
期借地制度等による
整備を推進する。

担当課

ＰＦＩ手法等による公
共施設整備の推進
（新庁舎整備）

取り組み事項

取り組み内容

具体的な取り組み実績等

取り組みによる効果等

　事前のＶＦＭの検証では、区が直接事業を実施した
場合に比べて、新庁舎等整備事業に必要な区の財政
負担は軽減される見込みであった。
　落札価格は実額ベースで大幅に縮減される結果と
なった。

区の財政負担軽減額
８．３億円（現在価値ベース）

取り組みの実績

１４年度

一部実施

今後の方向性

１５年度

平成１４年度以降順次実施

　国と共同でＰＦＩ事業である「九段第３合同庁舎・千代
田区役所本庁舎整備等事業」を実施することとした。

平成１５年４月　　　実施方針の公表
平成１５年７月　　　特定事業の選定
　　　　　　　　　　　　 民間事業者の募集（入札公告）
平成１５年１２月　　民間事業者の選定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（落札者の決定）
平成１６年３月　　　事業契約の締結（ＰＦＩ事業着手）
平成１６年１２月　　建物建設工事着手

一部実施

各
年
度
の
実
績

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

－

１４年度

取り組みによる効果等

継続

　千代田区内には供給されにくい中堅ファミリー層向け住宅
を、費用対効果の高い形で供給することができた。

区内賃貸マンションの㎡単価（市場価格）：４，３１０円
コーシャハイム神田の賃料の平均㎡単価：２，６７４円

今後の方向性
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■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

平成１４年度実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

完了

　区と公社との役割分担の見直しにより、事務事業の
移管を行った。
　
　平成１４年度：市街地再開発の促進に関する公社が
行っていた事務を区に統合
　平成１５年度：千代田区型地区計画制度の適用に関
する公社が行っていた事務を区に統合

取り組みによる効果等

完了

今後の方向性

　中小企業の利便性向上と、より効果的な融資事務の
展開が図られた。

取り組みによる効果等

担当課

企画総務課・商工振
興課

取り組み内容

区が実施している商
工融資については、
（財）ちよだ中小企業
センターの事業とし、
相談、指導、融資、事
後のフォローアップま
で一貫した体制とする
など、公社との役割
分担を見直す。

取り組みの実績取り組み事項

区と（財）ちよだ中小
企業センターとの役
割分担の見直し

市街地再開発事業や地
区計画などの都市計画
事務については、現在
地域の合意形成までは
（財）千代田区街づくり
推進公社が行い、区が
都市計画決定している
が、計画の企画立案か
ら合意形成、計画決定
まで一貫した責任ある
体制としていくなど、公
社との役割分担を見直
す。

担当課

企画総務課・都市計
画課・地域整備課

取り組み内容

実
施
予
定
時
期

実
施
予
定
時
期

１４年度

平成１４年度以降順次実施

各
年
度
の
実
績

取り組みの実績

各
年
度
の
実
績

１５年度 達成状況

１４年度

－

達成状況１５年度

実施

取り組み事項

一部実施 実施

　計画の企画立案から合意形成、計画決定まで一貫し
た責任ある体制の確立が図られた。

具体的な取り組み実績等

今後の方向性

区と（財）千代田区街
づくり推進公社との役
割分担の見直し

　区と公社との役割分担の見直しにより、事務事業の
移管を行った。

　平成１４年度：商工融資事務の一部（融資あっせん、
利子補給、信用保証料補助事務）を区から公社に移管

具体的な取り組み実績等
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区と（財）千代田区コ
ミュニティ振興公社と
の役割分担の見直し

担当課

既存の３公社体制の
見直し

担当課

取り組み内容

取り組み事項

政策立案担当課長

取り組み内容

既存３公社の区との
役割分担を抜本的に
見直し、整理統合す
るとともに、新しい取
り組みを含め、公社
のより一層の活用を
図る。

取り組みによる効果等

検討

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

検討

各
年
度
の
実
績

１５年度 達成状況

実
施
予
定
時
期

取り組みの実績

平成１４年度以降順次実施

今後の方向性

平成１６年度実施

取り組みの実績

（平成１７年度に、まちづくり、産業振興、地域コミュニ
ティに関する事業を有機的に結びつけ、総合力を発揮
した取り組みを行うため３公社を統合予定）

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

具体的な取り組み実績等

検討 検討

完了

（平成１６年度に、「地域コミュニティ活性化事業」の成
果を踏まえ、地域の主体性をより尊重した「新・地域コ
ミュニティ活性化事業」を実施。また、「新・地域コミュニ
ティ活性化事業」は、よりきめ細かく地域の事業を支援
していくため、町会等支援事業と統合し、平成１７年度
に区へ業務移管の予定）

取り組みによる効果等

具体的な取り組み実績等

―

取り組み事項

当面（財）千代田区コ
ミュニティ振興公社に
ついては、江戸開府４
００年記念事業の事
務局とするが、江戸
開府４００年記念事業
終了後は、昼間区民
を含めたコミュニティ
形成やイベントのあり
方を踏まえ、公社との
役割分担を見直す。

ー

今後の方向性

完了

企画総務課、区民総
務課

各
年
度
の
実
績

１４年度

実
施
予
定
時
期

達成状況１４年度 １５年度
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取り組みの実績

一部実施

定額補助制度の導入

利用料金制度の導入

取り組み事項

担当課

区民総務課、商工振
興課、都市計画課

区から公社に対する補
助金については、現在、
不用額が生じた場合、
事後の清算を義務づけ
ているが、公社の経費
節減努力や収入確保努
力などの成果による不
用額について、翌年度
への繰り越しや、公社
の新規事業の展開、自
主事業のレベルアップ
に使用できる定額補助
制度を導入する。

取り組み内容

取り組み事項

各
年
度
の
実
績

達成状況

一部実施

取り組みの実績

１５年度

取り組み内容

１４年度
区民総務課

公の施設の管理委託
について、管理受託
者である公社に効率
的な経営に向けたイ
ンセンティブを高めて
いくため、施設の管理
受託者に利用料金を
当該受託者の収入と
して収受させる利用
料金制度を導入す
る。

担当課

実
施
予
定
時
期

取り組みによる効果等

平成１４年度以降順次実施

継続

　公社の自主的な判断で事業展開や資金繰りが行え
るようになり、経費節減努力や収入確保努力が促進さ
れた。

平成１４年度以降順次実施

実
施
予
定
時
期

達成状況

一部実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

一部実施

１５年度

各
年
度
の
実
績

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

具体的な取り組み実績等

１４年度

今後の方向性

具体的な取り組み実績等

　利用料金制度の導入により、公社の歳入が確保され
るとともに、柔軟なサービスの提供が可能になった。

　平成１４年度に、内幸町ホール運営補助金に、利用
料金制度とともに定額補助制度（５千万円）を導入し、
管理受託者である公社の効率的経営に向けたインセ
ンティブが向上した。

取り組みによる効果等

今後の方向性

継続

　平成１４年度に、内幸町ホールに定額補助制度ととも
に利用料金制度を導入し、公社の効率的なホール経
営が推進された。
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経営評価の実施

区民総務課、商工振
興課、都市計画課

　未着手

担当課

区民総務課、商工振
興課、都市計画課

達成状況

公社経営の透明性の
確保

　公社の情報公開規程整備、事業計画や収支予算書
等のホームページ等での公開を実施した。

　（区では平成１３年３月に「千代田区情報公開条例」
を施行している）

取り組み内容

実
施
予
定
時
期

取り組みの実績

１５年度

具体的な取り組み実績等

□達成

□一部達成

□検討中

■未着手

取り組みによる効果等

今後の方向性

ー

継続

千代田区情報公開条
例により、公社につい
ても情報公開に努め
る責務規程が設けら
れたことを踏まえ、各
公社における情報公
開規程を整備し、公
社経営の透明性、区
民に対する説明責任
のより一層の徹底を
推進する。

取り組み事項

取り組み事項

担当課

平成１４年度実施

１４年度

未実施

取り組み内容

各
年
度
の
実
績

公社に対する区の責
任ある指導監督体制
を確立するとともに、
公社の自律的経営を
促進するため、公社
の経営評価を実施す
る。

実
施
予
定
時
期

未実施

平成１４年度以降順次実施

１５年度

実施

達成状況

実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手
今後の方向性

取り組みによる効果等

継続

　公社経営の透明性が向上し、区民に対する説明責
任の推進が図られた。

各
年
度
の
実
績

１４年度

具体的な取り組み実績等取り組みの実績
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準備

公社に対する区派遣
職員については、公
益法人等への派遣法
の制定を踏まえ、公
社に対する区の職員
派遣についての条件
整備を行う。

職員課

取り組み内容

公社固有の人事・給
与体系の整備

担当課

区民総務課、商工振
興課、都市計画課

取り組み内容

実
施
予
定
時
期

継続

各
年
度
の
実
績

担当課

取り組み事項

取り組み事項

ー

具体的な取り組み実績等

取り組みによる効果等

平成１５年度実施

公社に対する区派遣
職員の条件整備

達成状況

一部実施一部実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

公社の職員について
は、人材派遣や短時
間職員など多様な形
態での職員の活用を
図るとともに、公社の
経営状況や事業内
容、職員の能力や業
績が反映される人事・
給与制度の導入を指
導する。

平成１４年度以降順次実施

各
年
度
の
実
績

１５年度 達成状況

今後の方向性

１４年度

取り組みの実績

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

１５年度１４年度

実施

今後の方向性

取り組みの実績

実
施
予
定
時
期

完了

　「公益法人等への千代田区職員の派遣等に関する
条例」（平成１５年４月）を施行し、派遣条件を整備し
た。

・平成１５年度　区派遣職員
　中小企業センター：１２人
　コミュニティ振興公社：１１人
　社会福祉協議会：５人
　街づくり推進公社：９人

　人材派遣や技術専門員のノウハウ活用が図られた。

取り組みによる効果等

　人材派遣や技術専門員（まちづくり推進公社）など多
様な形態で職員を活用した。

・技術専門員　５名（平成１６年４月１日現在）

（職員の能力や業績が反映される人事・給与制度の導
入指導は未着手）

具体的な取り組み実績等
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公社の役員について
は、民間の人材を積
極的に登用するととも
に、役員報酬につい
ても、その業績を評価
し、年俸制や業績給
など役員報酬へ反映
させるとともに、公社
の経営責任がより明
確となる制度の導入
を指導する。

区民総務課、商工振
興課、都市計画課

区民総務課、商工振
興課、都市計画課

取り組み内容

担当課

勤務時間の弾力化

取り組み事項

担当課

具体的な取り組み実績等取り組みの実績

　未着手（公社の統合を踏まえ、検討していく）

実
施
予
定
時
期

１４年度

各
年
度
の
実
績

未実施

取り組みの実績

□達成

□一部達成

□検討中

■未着手

未実施

平成１４年度以降順次実施

１５年度 達成状況

１５年度

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

ー

具体的な取り組み実績等

継続

今後の方向性

平成１４年度以降順次実施

取り組みによる効果等

（街づくり推進公社においては、平成１６年度に民間人
を役員に登用。年俸制や業績給の導入指導は未着
手）

検討

達成状況１４年度

検討

実
施
予
定
時
期

各
年
度
の
実
績

取り組み事項

公社職員の勤務時間
については、フレック
スタイム制の導入な
ど職務の内容に応じ
た勤務時間の弾力化
を指導する。

公社の自律的経営の
促進

取り組み内容

取り組みによる効果等

今後の方向性

ー

―
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平成１４年度以降順次実施

取り組みの実績

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施実施

実
施
予
定
時
期

①嬬恋自然休養村
　嬬恋村・農協と協議を行い、平成１４年度に嬬恋村長と協
定書を結ぶと共に、運営形態の見直しを行った。必要性等
については今後も継続して検討していく

②保田臨海学園
　海の家の借上げ等を代替えとして廃止する予定であった
が、夏季は予約が多く、借上げが困難なことから、施設が利
用可能な間は臨海学園として使用する。

③軽井沢少年自然の家
　   校外施設として学校が使用する、７月２１日から８月２日
までの期間に限定して運営することで、経費の節減を図っ
た。

達成状況

　区の指導の結果、各公社で区の退職職員に係る役
員報酬削減と、退職金廃止を行った。

　平成１４年度：区退職の役員報酬の１０％を削減、退
職金を廃止
　平成１５年度：引き続き区退職の役員報酬の１０％を
削減

具体的な取り組み実績等

　区の効率化に合わせて公社の厳しい内部努力が図
られ、公社への補助金が節減できた。

取り組みによる効果等

完了

今後の方向性

一部実施

　維持管理体制の見直し等により、光熱水費、委託費
等を削減することができた。□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

一部実施

区民施設・校外施設
については、季節的
な利用実態や施設の
管理運営に要する経
費を総合的に勘案
し、廃止を含め、その
必要性について検討
する。なお、小規模集
会施設については、
利用状況や利用実態
等を勘案し、そのあり
方を見直す。

各
年
度
の
実
績

取り組み内容

区民総務課、商工振
興課、都市計画課

取り組み事項

公社の役員報酬の削
減及び退職金の廃止

具体的な取り組み実績等

取り組み内容

担当課

取り組み事項

区民総務課、教育指
導課

区の退職職員に係る
役員の報酬の１０％
削減と、退職金の廃
止を指導する。

担当課

区民施設・校外施設
の廃止

実
施
予
定
時
期

平成１４年度実施

各
年
度
の
実
績

達成状況１４年度 １５年度

１４年度 １５年度

取り組みの実績

継続

今後の方向性
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　アフタースクールすきっぷ事業など、より多目的な学
校施設の利用を行えるようになった。

取り組みによる効果等

　売却により収入増があった。

継続

今後の方向性

　 麹町・千代田小学校の一部を利用して、アフタース
クールすきっぷ事業（民設民営の学童クラブ）を実施す
るなど、多目的な活用を推進している。

アフタースクール在籍者数
平成１５年５月１日現在
・アフタースクールこうじまち  １３人
・アフタースクールさくら        ４８人

（平成１６年５月１日現在）
・アフタースクールこうじまち  ３４人
・アフタースクールさくら        ４０人

取り組みの実績

取り組み内容

各
年
度
の
実
績

１４年度 １５年度 達成状況

今後の方向性

継続

取り組みによる効果等

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

区立学校施設につい
ては、教育財産に限
定せず、公共施設は
広く区民の共有財産
であることを踏まえ、
多目的な活用を推進
する。 一部実施

区有地の売却促進

取り組み事項

取り組み内容

経理課

平成１４年度以降順次実施

一部実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

実
施
予
定
時
期

１４年度

区有地のうち、今後と
も有効活用が見込め
ないものについては、
その売却処分を進め
る。

一部実施

各
年
度
の
実
績

達成状況１５年度

担当課

学校施設の有効活用
の促進

実
施
予
定
時
期

具体的な取り組み実績等

平成１４年度以降順次実施

担当課

学校施設課

取り組みの実績取り組み事項

一部実施

具体的な取り組み実績等

　区有地の売却等を行った

・旧鎌倉臨海学園：平成１４年度に５５３，２０５（千円）
で売却
・旧安行苗圃：引き続き検討
・旧七生自然学園：区民・市民向けテニスコートとして
日野市に平成１５年６月から平成１７年３月まで無償貸
与している。貸与契約の切れる時期に再度売却協議を
実施予定
・旧箱根高原学校：平成１５年度に３５，７５０（千円）で
売却
・旧飯田橋区民集会室：平成１５年度に３５，３３３（千
円）で売却
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（仮称）区有財産活用検討会を設置し、検討していく予
定

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

区政のサービスは顧客
である区民が選択でき
ないサービスであること
を職員一人ひとりが十
分認識し、区民と区政と
の最初の接点である窓
口サービスについて、
今まで以上に区民の立
場に立った親切で丁寧
でかつ的確な接遇を基
本に、窓口サービス改
善運動を展開する。

検討 検討

各
年
度
の
実
績

実
施
予
定
時
期

計画評価担当課長、
経理課

区が所有する土地建物
等の資産の有効性、効
率性等を把握、評価す
る資産アセスメントを実
施し、より有効かつ弾力
的な財産利活用計画を
策定する。あわせて、庁
舎などの効率的な活用
を推進していくため、民
間の賃料を参考にした
庁内家賃制度を導入す
る。

取り組み内容

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

取り組み事項

１４年度

平成１５年度実施

担当課

実
施
予
定
時
期

千代田区資産アセス
メントの実施

　平成１３年度にサービス向上の組織としてフレッシュ
サービス推進委員会（全庁的組織）、フレッシュサービ
ス検討会（若手職員中心）、各部のフレッシュサービス
推進委員会をそれぞれ設置し、接遇対応マニュアル作
成を行った。
　平成１４年度には、新たにサイズの大きい名札を導
入し、全職員に配付した。
　平成１５年度には、全職員を対象に内部評価（自己
評価）アンケートを行い、その検証結果を基に外部評
価（第三者評価）を実施した。

（平成１６年度も引き続き外部評価を実施した）

具体的な取り組み実績等

１５年度

取り組みの実績

各
年
度
の
実
績

達成状況１４年度

平成１４年度以降順次実施

１５年度 達成状況

見直し

取り組み内容

担当課

職員課

窓口サービス改善運
動の展開

取り組み事項

取り組みによる効果等

―

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

実施実施

取り組みによる効果等

継続

今後の方向性

　大きなサイズの名札の着用により、職員のサービス意識
が向上した。また、内部評価の実施により、接遇の現状のイ
メージと目標とする状態とのギャップや接遇に対する職員の
意見を確認し、次の活動につなげることができた。
　外部評価（第三者評価）については、６５．３ポイントで自治
体の平均（５８）を上回ることができたが、民間企業の平均
（７５～８０）を目指してサービス向上に取り組んでいる。

今後の方向性
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具体的な取り組み実績等取り組みの実績

取り組み事項

担当課

申請・届出手続きの
電子化と手段の多様
化

施設の開館日、開館
時間の見直し

取り組み事項

情報システム課

取り組み内容

区に対する申請・届出等の手続
きを行うとための様式を区の
ホームページから取り出せるよ
うにするとともに、２４時間いつで
も家庭や職場に居ながらにして
行政手続きが行えるよう、申請・
届出等の手続きの電子化を進
める。あわせて、誰もがＩＴの成
果を享受できるよう支援するとと
もに、ＩＴ機器になじみの薄い人
にとっても利用しやすいシステム
の導入や、パソコン等に頼らなく
ても行政サービスを受けられる
方策など、アクセス手段の多様
化に取り組む。

継続

実施

各
年
度
の
実
績

実施

平成１５年度実績
・ちよだパークサイドプラザ：開館日数を年間１５日（祝
日１３日、年末年始２日）増やし、月曜日から土曜日の
開館時間を２時間延長した。さらに図書室の月末室内
整理日を廃止し、図書室の年間利用日を１１日増やし
た。
・千代田図書館：館内整理休館日の廃止により開館日
を１９日増やした。
・四番町図書館：窓口業務の委託により祝日、月曜
日、年末の開館実施で開館日を５７日増やした。
・高齢者センター：年末の２９・３０日を開館した。

取り組みの実績

実
施
予
定
時
期

各
年
度
の
実
績

１４年度 達成状況

継続

今後の方向性

取り組みによる効果等

　施設の開館日を増やし、開館時間を延長したことに
より利便性が向上し、利用者が増加した。

今後の方向性

平成１４年度以降順次実施

実
施
予
定
時
期

１５年度

取り組み内容

一部実施

検討

１４年度

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

平成１４年度以降順次実施

１５年度 達成状況

担当課

企画総務課、該当課

平成１３年７月から本
庁舎・出張所などにつ
いて毎週水曜日の窓
口時間延長を行って
いるが、区民利用施
設について区民サー
ビス向上の観点から
開館日、開館時間の
延長や土・日開庁な
ど、適切な見直しを行
う。

　平成１４年度には申請書・届出等の様式をホーム
ページから取り出せるようにした。
　平成１５年度には都及び市区町村で構成される東京
電子自治体共同運営協議会（平成１５年３月設置）に
おいて、電子申請、電子調達について調査検討を行っ
た。その結果、共同開発されるシステムの平成１６年度
中の導入は見送った。

取り組みによる効果等

　申請書等のダウンロードが実現したことにより、該当
する申請等については従前と比較し利便性の向上が
図られた。
　電子自治体共同運営協議会については、今後、協議
会の共同運営電子申請システムへの参加・活用により
推進する。

具体的な取り組み実績等

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手
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□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

一部実施一部実施

取り組みの実績

各
年
度
の
実
績

　事務改善委員会において総合窓口、内部管理事務、
有料広告事業などについて検討し、その結果を踏ま
え、各所管において事務改善の推進が実施された。

事務改善委員会において検討された事項
・公共料金を資金前途により専用口座に入金し、そこ
から自動的に引き落とす制度
・会議室予約システム
・「千代田区印刷物広告掲載取扱要綱」制定（平成１５
年４月）
・総合庁舎案内窓口

１４年度 １５年度 達成状況

―

達成状況

今後の方向性

継続

取り組みによる効果等

取り組み事項

担当課

企画総務課

具体的な取り組み実績等

取り組み事項

取り組み内容

包括外部監査制度導
入の検討

担当課

企画総務課

取り組み内容

区の内部事務改善について
は、ＯＡ化をはじめこれまでも
取り組んできたところである
が、引き続き事務の簡素化・
効率化に取り組む・また、契
約書類や支出手続きなど、区
民をはじめ契約の相手方や
利用者の立場から見て、いま
だに煩雑・複雑な事例があ
る。そのため、今後の内部事
務の改善にあたっては、区の
内部事務改善のみならず、区
民をはじめとする利用者本位
の視点に立った、さらなる改
善に取り組む

実
施
予
定
時
期

事務改善の推進

取り組みの実績

実
施
予
定
時
期

平成１４年度検討

具体的な取り組み実績等

見直し

　事務執行に対するチェック機能を充実し、区政の透
明性や信頼性を高めるため、各種外部評価制度とあ
わせて、包括外部監査制度の導入を検討する。

区政の透明性を図
り、公正にして効率的
な区政運営を確保す
るため、これまでの監
査委員制度による監
査機能を充実・強化
するとともに、外部監
査制度についても、導
入を検討する。

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

検討

取り組みによる効果等

今後の方向性

検討

各
年
度
の
実
績

１４年度 １５年度

―

　事務改善が進み、効果的・効率的な執行と区民サー
ビスの向上が図られた。
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第４章　区民の満足度と成果を重視する区政への転換

計画評価担当課長
１４年度

取り組み内容

各
年
度
の
実
績

第３次基本計画で定
める施策の目標の達
成度を評価する施策
評価、区のすべての
事務事業の費用対効
果を評価する事務事
業評価制度を導入
し、成果重視の区政
を推進する。

取り組みの実績

行政評価制度の導入

達成状況

ＰＤＣＡサイクルの確
立

　平成１５年度に二次評価を行った事業のうち、１４事
業の評価を平成１６年度予算に反映させた。

（平成１６年度は行政評価の結果を第２次推進プログ
ラムに反映させた）

取り組みによる効果等

１４年度

担当課

取り組み事項

平成１４年度試行、平成１５年度実施

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施準備

実施準備

行政評価制度の構築を通じ
て、企画立案（ＰＬＡＮ）→事業
執行（ＤＯ）→検証・評価（ＣＨＥ
ＣＫ）→見直し（ＡＣＴＩＯＮ）を行
うＰＤＣＡサイクルを構築する。
これにより、施策や事務事業
の必要性、効率性、効果性を
十分点検し、事業の継続、拡
大、見直し、廃止などの検討を
行い、予算編成にフィードバッ
クさせていくことで、より区民満
足度の高い区政運営を推進す
る。

具体的な取り組み実績等

　平成１４年度には、試行で１０９事業について評価を
行った。
　平成１５年度には、行政評価実施要綱に基づいて評
価を行った。
・一次評価：所管課による評価
・二次評価：重要な５０事業を行政評価プロジェクト
チームが評価
　なお、平成１５年度はバランス・スコアカードによる組
織経営評価を試行した。

（平成１６年度には、長期総合計画の施策評価、推進
プログラム事業の事務事業評価を実施した）

実
施
予
定
時
期

１５年度

―

１５年度 達成状況

取り組み事項 具体的な取り組み実績等

実
施
予
定
時
期

取り組みの実績

　平成１５年度に実施した行政評価制度では、一部の
結果が平成１６年度予算に反映された。平成１５年度
から導入しているバランス・スコアカード（BSC）による
組織経営評価とあわせて、更にＰＤＣＡサイクルの確立
に向けて検討していく。

計画評価担当課長

取り組み内容

担当課

各
年
度
の
実
績

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

今後の方向性

今後の方向性

継続

　継続的改善のしくみの整備が図られた。

取り組みによる効果等

継続
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第５章　財政の健全化

取り組み内容

千代田区の平成１２年度の
経常収支比率が、８８．５％と
２３区平均８６．２％を上回
り、２３区中９番目に高くなっ
ている現状を踏まえ、経常的
経費の削減を最重要課題と
して取り組む。また、人件費
比率については、３４．７％と
２３区平均２８．５％を大きく
上回っていることから、職員
数の一層の適正化に向けて
事業執行方法の改善や事務
事業の見直し、時間外勤務
の削減などの内部努力に取
り組む。

施設の維持管理経
費の効率化

取り組み事項

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

実施

今後の方向性

　平成１４年３月に議決された「千代田区行財政改革
に関する基本条例」の中で、本区の目指すべき財政
指標を経常収支比率８５％程度、人件費比率２５％程
度と定めた。その目標達成のため、平成１４年度、１５
年度ともに新規採用の抑制や委託化・民営化の推進
などによる総人件費の削減、施設の維持管理経費の
削減等を行った。

　　　　　　　　　　   目標       H13      H14       H15
経常収支比率     85.0%     79.5%     77.8%     76.2%
人件費比率         25.0%     33.2%     26.4%     25.0%

　条例に掲げる数値目標を達成できた。
　経常的経費の減少により財政の硬直化を回避する
ことができ、また新たな政策に充てる費用を確保する
ことができた。

財政課

具体的な取り組み実績等

　平成１４年度に本庁舎、西神田コスモス館、ちよだ
パークサイドプラザの省エネルギー診断を実施した。
　平成１５年度は７施設を対象とした建物維持管理経
費効率化調査を行い、その結果を踏まえ、全庁の基
本方針である「千代田区建物管理委託運営指針」を
制定した。

（平成１６年度には総合体育館の設備改修をESCO事
業で実施した）

一部実施

担当課

　建物維持管理経費のうち、本庁舎の清掃業務等委
託経費を削減することができた。また、指針の策定に
より各施設においても総合的な建物管理業務を推進
することができた

各
年
度
の
実
績

取り組み内容

実
施
予
定
時
期

経理課、該当課

施設の維持管理経費を
含む物件費について
は、歳出に占める割合
が２０．７％と２３区平均
１５．２％を大きく上回っ
ていることから、施設管
理業務に代表される委
託料や光熱費等の施
設関連経費の削減をは
じめ、今後さらに効率
的な施設維持管理の方
策を検討し、実施する。

取り組みによる効果等

１４年度 １５年度 達成状況

今後の方向性

一部実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

継続

各
年
度
の
実
績

取り組みによる効果等

１５年度

平成１４年度以降順次実施

経常的経費の見直し

継続

取り組み事項 取り組みの実績

担当課

達成状況

平成１４年度以降順次実施

実施

１４年度

実
施
予
定
時
期

取り組みの実績 具体的な取り組み実績等
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具体的な取り組み実績等

担当課

財政課

実施

サービスを利用した人
が受けた利益と負担の
均衡に配慮し、施設の
使用料などについて
は、おおむね３年程度
のサイクルで、コストと
の検証を行い、見直し
を実施する。なお、従
来、無料であったサー
ビスについても、負担
の公平の観点から見直
す。

今後の方向性

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

　負担の公平の観点から、より一層、利益と負担の均
衡に配慮した使用料にすることができた。

取り組みによる効果等

－

１４年度

取り組み内容

取り組み内容

１４年度

取り組み事項

取り組みの実績

各
年
度
の
実
績

各
年
度
の
実
績

具体的な取り組み実績等

各種補助・助成金につい
ては、事業の目的、内容、
規模などに基づき、公益
上の効果をあげるため実
施してきた。しかし、今後
のあり方については、各
事業の実態に即し、制度
導入時との社会経済状況
の変化を視野に入れ、そ
の必要性、効果性などの
観点から、区と民間との
役割分担をも踏まえつ
つ、検討を行う。

財政課、該当課
１５年度

実施

達成状況

取り組みによる効果等

　必要性、効果性の観点から見直しを行った。
・平成１４年度
普通公衆浴場、区内共通商品券、内幸町ホール運営
（定額補助制度の導入）など５事業
・平成１５年度
内幸町ホール運営（定額補助の見直し）
・平成１６年度
指定法人管理型特定優良賃貸住宅の供給

　また、団体補助金については補助金支出の公平
性、公正性、透明性の観点から事業補助化していく
方向で検討を行っている。

取り組み事項

継続

　必要性、効果性等の観点から補助金を削減でき
た。

今後の方向性

　平成１４年４月１日に使用料等の改定を実施した。

改定した事項
・施設使用料（４１施設）
・保健所試験検査料（レジオネラ属菌検査）
・学童クラブの有料化（７月から２，０００円／月）
・手数料（１０項目）
・自転車駐車場登録手数料（区民３，０００円、区外居
住者６，０００円）

実
施
予
定
時
期

平成１４年度実施

取り組みの実績

行政サービス提供に
かかる使用料などの
見直し

実施

□達成

■一部達成

□検討中

□未着手

継続

達成状況１５年度

各種補助・助成等の
見直し

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

担当課
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取り組み事項

区が行っている講
座・講習会などの事
業については、事業
の目的、性格、対象
者、さらには、民間で
の取り組み状況など
を総合的に勘案し、
参加費や実費負担な
ど適正な負担を求め
る。

見直し

今後の方向性

取り組みの実績

　平成１５年度には法人住民税、地方消費税等の課
税自主権と都市計画税、事業所税の税源移譲につい
て第１ブロック区長会（千代田・中央・港・新宿区）下
命事項として検討を行った。

財政課

完了

－実施

各
年
度
の
実
績

各
年
度
の
実
績

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

検討 検討

取り組み事項

税源の移譲

担当課

区民が必要な行政サービスを税と
いう負担との関係で自主的に選択
しうるしくみが基礎的な地方公共団
体のサービスの基本である。その
ため、区が自らの財源と自らの判
断で行政サービスや街づくりに取り
組める歳入における自己決定、自
己責任のしくみ（歳入の自治）が確
立されるべきである。このため、千
代田区の地域特性を踏まえて、①
法人住民税、地方消費税等の税源
移譲②市町村税としての税目であ
るが、現在都税とされている都市
計画税・事業所税について事務事
業の配分と目的税の性格を適切に
反映した税源移譲など、区への税
源移譲による安定的・恒常的な財
源確保の実現を求める。

実
施
予
定
時
期

講座等の費用負担
の見直し

達成状況

担当課

取り組み内容

実
施
予
定
時
期

取り組み内容

財政課

平成１４年度以降順次実施

１５年度１４年度

平成１４年度実施

今後の方向性

１４年度

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

　負担の公平の観点から、講座・講習会の利用者負
担の適正化が図られた。

１５年度

具体的な取り組み実績等

達成状況

取り組みの実績

取り組みによる効果等

―

具体的な取り組み実績等

　平成１４年４月１日から講座・講習会について参加
費等を徴収した。

有料化した講座・講習会等
・体育講習会（原則として有料）
・ものづくり教室（１，０００円）
・教養講座（１，０００円～２，０００円）
・地域教養講座（２，０００円）

取り組みによる効果等
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達成状況

都区財政調整制度については、
特別区間の税源の偏在が厳然と
存在する中で、各区が一定水準
の行政サービスを提供するため
の制度として、一定の役割を果た
してきた。しかし、地方分権のもと
で、各区の自主性・自律性を強化
する観点から、自主財源の充実
や課税自主権の強化、各区特有
の行政需要への対応といった基
礎的な地方公共団体として当然
の要請に応え切れていない。特
に、区民に基礎的行政サービス
を提供するための基幹的な税で
ある固定資産税等の課税権につ
いては、千代田市をめざし、区の
イニシアチブを確立する観点か
ら、そのあり方について検討を進
める。

検討

今後の方向性

税務課、保険年金課

取り組み内容

１４年度

取り組み内容

各
年
度
の
実
績

検討

取り組みの実績

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

取り組み事項

検討

―

見直し

　平成１４年度特別区民税の対調定収入率は現年度
課税分、滞納繰越分共に減少したものの、その後、
滞納整理の促進により平成１５年度には再び増加し
た。

今後の方向性

各
年
度
の
実
績

区では、これまでも納税な
どにおける公平性と税収
の確保をめざして法定の
督促を始め、滞納者と恒
常的に働きかけを行い、
滞納整理の促進に努めて
きた。税は、地域社会を
維持、発展させる経費を
区民がともに拠出、負担し
あうものである。したがっ
て、滞納繰り越しを発生さ
せないことを基本に、現年
度滞納者への早期対応
や、高額滞納者への重点
的対応に引き続き努めて
いく。

検討

達成状況

取り組みによる効果等

具体的な取り組み実績等

１５年度

平成１４年度以降順次実施

担当課

実
施
予
定
時
期

　現年度滞納者には口座振り替えの勧奨や督促、催
告を行った。高額納税者には戸別訪問や直接面接を
行い、分納計画の見直し等、早期完結を目指した。困
難案件に対処するため滞納整理事務に精通した区税
調査員を雇用し徴収に努めた。滞納者の債権や不動
産の差し押さえを行い、公売を実施した。

特別区民税の対調定収入率
             　　　 平成１４年度             平成１５年度
現年課税分       ９６．５３％                ９８．１９％
滞納繰越分       １４．２７％   　　　　 　１５．４９％

取り組みによる効果等

継続

□達成

□一部達成

■検討中

□未着手

１４年度

収入率の向上と滞納
の減少

担当課

　平成１５年度には都区財政調整協議会の下部機関
として都区検討会を設置し、平成１６年４月までに４回
の検討会を行い、今後のあり方について議論を進め
ている。

（なお、特別区制度調査会は、特別区長会から「制度
改革後の特別区のあり方」について調査・審議を求め
られており、平成１７年１月に中間のとりまとめを報告
した）

都区財政調整制度
の改善

実
施
予
定
時
期

平成１４年度以降順次実施

１５年度

取り組み事項 取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

財政課
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平成１２年度からの
地方分権一括法によ
り、新たに法定外目
的税制度が創設さ
れ、条例制定及び国
の同意を条件に実施
することが可能となっ
たことを踏まえ、千代
田区独自の法定外
目的税を研究する。

平成１４年度以降順次実施

今後の方向性

　基金の再編により、弾力的な運用が可能になった。

□達成

□一部達成

□検討中

■未着手

―

■達成

□一部達成

□検討中

□未着手

平成１４年度検討

見直し

各
年
度
の
実
績

未実施 未実施

１４年度

取り組みによる効果等

今後の方向性

　引き続き他自治体の導入実績等を踏まえ、研究を
行っていく。

実施 －

１５年度

具体的な取り組み実績等

平成１４年第１回区議会定例会の議決により基金の再編を
行った。
　　　再編前                 →            再編後
財政調整基金　　　　　　　　   　   財政調整基金
区民福祉厚生基金　　　　　   　   減債基金
街づくり基金　　　　　　　　　   　   コミュニティ活性化基金
教育施設整備基金　　　　　   　   社会資本等整備基金
住宅整備基金

非常災害対策基金　　　　　   　   非常災害対策基金
地域福祉活動支援基金　　   　   地域福祉活動支援基金

取り組みによる効果等

取り組み事項

財政課、税務課
１５年度 達成状況

取り組み内容

法定外目的税の研
究

実
施
予
定
時
期

実
施
予
定
時
期

各
年
度
の
実
績

担当課

財政課

担当課

区の政策目的実現
のために、基金を最
大限有効かつ弾力的
に活用するため、基
金の統合などの再編
を行う。また、平成１
６年度に予定されて
いる減税補填債の満
期一括償還を契機と
して、減債基金の設
置を検討する。

基金の適切な活用

達成状況

取り組み内容

１４年度

取り組み事項 取り組みの実績 具体的な取り組み実績等

完了

取り組みの実績

再編

変更
なし
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○用語集 
 
経常収支比率（Ｐ１、３、４、５、１０、７７） 
 区税などの経常的な一般財源が経常的経費（人件費、扶助費、公債費など、毎会計年

度において、継続的かつ恒常的に支出される経費）にどれだけ充てられるかを見る指標。

容易に縮減することが困難な経常的経費に、経常的な一般財源がどの程度充当されてい

るかによって財政構造の弾力化を測定しようとするもので、経常収支比率が高いほど新

たな住民ニーズに対応できる余地が少なくなり、財政は硬直化していることになる。 
 
人件費（比率）（Ｐ１、３、４、５、６、１０、７７） 
 人件費とは、報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金等、一定の勤務に対

する対価、報酬として支払われる一切の経費のこと。人件費は義務的経費の代表的なも

のであり、この経費が歳出に大きな割合を占めるときは、財政構造の硬直化をきたす要

因となる。 
 人件費比率とは、歳出総額に占める人件費の割合のこと。 
 
勤勉手当（Ｐ２、１５） 
 職員の勤務成績に応じて支給される手当であり、６月期（夏季）及び１２月期（年末）

に支給される。 
 
特別昇給（Ｐ２、１５、４３） 
 勤務成績が特に良好な職員に、通常１２か月の昇給期間を短縮すること。 
 
調整手当（Ｐ２） 
 民間における賃金、物価及び生計費の特に高い地域に勤務する職員に対して支給され

る手当のこと。 
 
生活環境条例（Ｐ２、２４、３３） 
 正式名称は「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」で、平成１４年

１０月に施行された。人通りが多く、ごみの散乱や路上放置物等が著しい場所等を「路

上禁煙地区」「環境美化・浄化推進モデル地区」「違法駐車等防止重点地区」に指定し、

集中的、継続的に取り組みを行っている。また、環境美化・浄化推進団体の設置、地区

協定の作成、合同パトロールの実施など、地域を構成する区民・事業者なども自主的に

行動し、地域全体で安全で快適なまち千代田をつくることを目的としている。 
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認証保育所（Ｐ２） 
 東京の特性に着目した独自の基準を設定して、多くの企業の参入を促し事業者間の競

争を促進することにより、多様化する保育ニーズ応えることができる新しい方式の保育

所のこと。産休明け保育や１３時間開所を要件としており、不足しがちであった低年齢

児対象の保育ニーズをまかなっている。 
 
ＰＦＩ方式（手法）（Ｐ３、２４） 
 Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ（プライベート ファイナ

ンス イニシアチブ）の略で、公共施設等の建物や維持管理などを、民間の資金や技術

的能力を活用して行う新しい手法。 
 
バランス・スコアカード（ＢＳＣ）（Ｐ３、２９、３０） 
 １９９０年代はじめに、アメリカのカプランとノートンが開発した、組織の目標管理

制度（業績管理システム）のこと。組織経営力を高めるために、組織目標を「顧客」「財

務」「業務プロセス」「学習と成長」の４つの視点から設定し、戦略の実現に向けて管理

し、業績を評価する。民間では、ＢＳＣを採用するところが増えているが、行政で採り

入れている例は珍しい。 
 

選択的サービス（Ｐ３） 
 レジャーなど、生活や余暇をより快適で潤いのあるものにするためのサービスのこと。

これに対して日常生活を送る上で欠かせない基礎的なサービスを「必需的サービス」と

いう。 
 
ＰＤＣＡサイクル（Ｐ８、２９、３０） 
 計画(Ｐｌａｎ)を実行（Ｄｏ）し、評価（Ｃｈｅｃｋ）して改善（Ａｃｔｉｏｎ）に

結びつけ、その結果を次の計画に活かすプロセスのこと。欧米ではこの考え方を体系化

したデミング博士の名前をとって、デミングサイクルとも呼ばれている。 
 
市場化テスト（Ｐ８、１９、２０） 
 官と民とを対等な立場で競争させ、「民でできるものは民へ」を具体化させる仕組み

で、透明・中立・公正な競争条件の下、公共サービスの提供について、官民競争入札を

実施し、価格と質の面で、より優れた主体が落札し、当該サービスを提供していく制度

のこと。 
 
指定管理者制度（Ｐ１０、１７、１９、２０、２１、２２、３１） 
 民間企業や非営利組織（ＮＰＯ）など広く民間団体に公の施設の管理運営を代行させ

ることができる制度。公の施設の管理については、これまで公共団体や公共的団体、地
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方公共団体が設立した出資団体等に管理運営を委託する方式に限定されていたが、平成

１５年６月の地方自治法の改正により、これまでの管理受託制度が指定管理者制度に転

換された。 
 
ＯＪＴ（Ｐ１６） 
 Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ（オン ザ ジョブ トレーニング）の略

で、上司や先輩が職員に対して、仕事に必要な能力や態度について、仕事を行う中で指

導育成し、より効果的な業績が実現できるようにすること。 
 
中等教育学校（Ｐ１７） 
 学校教育法改正により平成１１年４月より導入が可能になった、中高一貫教育の実施

を目的とする新しい学校種で、６年制の一つの学校において一体的に中高一貫教育を行

うもの。基本的には、前期課程（３年）は中学校の学習指導要領が、後期課程（３年）

は高等学校の学習指導要領がそれぞれ準用されるが、中高一貫教育として特色ある教育

課程を編成することができるよう、中学校の段階で選択教科をより幅広く導入すること

ができること、前期課程と後期課程の指導内容の一部を入れ替えて指導することができ

るなどを内容とする教育課程の基準の特例を設けている。 
 中高一貫教育制度の形態には、他に併設型（高等学校入学者選抜は行わずに、同一の

設置者による中学校と高等学校を接続するもの）、連携型（既存の市町村立中学校と都

道府県立高等学校が、教育課程の編成や教員・生徒の交流面で連携を深めるもの）があ

る。 
 
ワン・ストップ・サービス（Ｐ１８、１９、２８） 

 一度で関連する複数の手続きが完了できるように設計されたサービスのこと。 

 
ＮＰＯ（Ｐ２０、３３） 
 Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（ノン プロフィット オーガニ

ゼーション、民間非営利組織）の略で、営利を目的とせず、公益のために活動する民間

団体の総称。 
 
障害者通所授産施設（Ｐ２２） 
 一般就労が困難な障害者を対象に職能訓練と自立支援を行う施設。 
 
レファレンスサービス（Ｐ２２） 
 情報や資料を求めている利用者に対して、図書館員が質問に回答したり、調査用の資

料を整えて要求にこたえたりする活動。 
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マルチペイメントシステム（Ｐ２８） 
 金融機関と区を結ぶことで、税金や国民健康保険料等の支払いをパソコンや携帯電話、

ＡＴＭなどを活用して２４時間どこからでも行うことができるシステム。 
 
事務事業評価（Ｐ３０） 
 事務事業を統一的な視点と手段を用いて自己評価を行い、その評価結果を今後の行政

サービスの展開に反映させようとするもの。 
 
包括外部監査（制度）（Ｐ３０） 
 平成９年の地方自治法改正（２５２条の２７～４４）により導入された地方自治体の

外部監査の一つで、毎会計年度ごとに財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管

理のうち、外部監査人が自ら選んだテーマで監査を行う。都道府県及び政令指定都市・

中核市では平成１１年度から実施が義務づけられた。 
 
バランスシート（Ｐ３１） 
 一般に、企業会計において決算に用いる財務諸表の一つで、会計年度末の資産、負債

等の財務状況を示す表をいい、貸借対照表ともいう。バランスシートの作成には、いわ

ゆる発生主義の考えに基づく複式簿記の会計処理を行う必要がある。これに対し、国、

地方公共団体における公会計では、現金収支を中心とした単式簿記による会計処理を行

っており、いわゆるストックの概念はない。しかしながら、地方公共団体においても、

単なる現金収支のみでは、資産状況等団体の正確な財政状況が把握できないという考え

からバランスシートを導入する動きが広まっている。 
 
行政コスト計算書（Ｐ３１） 
 行政活動の経済性、効率性を判断するための報告書で、年度中に発生したすべての収

益と費用とを対応させるとともに正味財産の増減をも示すもの。損益計算書ともいう。 
 
バウチャー（制度）（Ｐ６２、６３） 
 個人を対象とする使途制限のある補助金のこと。具体的には、事前に利用券が支給さ

れ、それを使ってサービスを利用するという形もあるが、サービスを利用したあとで個

人に補助金がでる場合もある。 
 
ＶＦＭ（Ｐ６３） 
 Ｖａｌｕｅ Ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙ（バリュー フォー マネー）の略で、一定の支払

に対して最も価値の高いサービスを提供するという考え方。公共機関が従来のやり方で

事業を行う場合とＰＦＩで行う場合を比べ、ＰＦＩで行う方がより効率的・効果的に行

える場合に、ＰＦＩにＶＦＭがあるといえる。ＶＦＭがあれば、事業手法としてＰＦＩ
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が適切であると判断できる。 
 
ＥＳＣＯ事業（Ｐ７７） 
 Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ（エネルギー サービス カンパニ

ー）の略で、省エネルギーを企業のビジネスとして行う事業。ＥＳＣＯ事業者はビルな

どの省エネルギーに関する省エネ診断、方策導入のための設計・施工、導入設備の保守・

運転管理、事業資金の調達など包括的なサービスを顧客に提供し、それまでの環境を損

なうことなく省エネルギー効果を保証する。ＥＳＣＯ事業者は、顧客の省エネルギーメ

リットの一部を報酬として受け取る。 



- 86 -



○千代田区行財政改革に関する基本条例 

(平成１４年３月２０日 条例第１号) 

 

 平成１２年４月、長年の自治権拡充運動の成果として、千代田区は、地方自治法上、基

礎的な地方公共団体と位置づけられた。しかし、依然として事務処理権能や課税権などの

制約を受ける特別地方公共団体のままである。 

 一方、時を同じくして、地方分権推進一括法が施行され、地方公共団体の自主的で、自

律した行財政運営への期待が高まっている。 

 こうした中で、千代田区は、千代田区第３次基本構想(平成１３年１０月千代田区議会議

決。以下「基本構想」という。)を策定し、千代田市を目指し、新しい自治のあり方を発信

することを区政運営の基本方針とし、独自性、独創性ある区政の確立に向け、歩みを進め

ている。 

 この基本構想を実現するためには、まず、行財政基盤を確立する必要がある。しかし、

これまでの努力にもかかわらず、今後の区の行財政の状況は、財政の硬直化が進み、それ

に伴い区民福祉の向上に向けた諸施策の展開が困難となることが懸念される。 

 真の地方分権は、千代田区自らが自己決定、自己責任を果たし、自主的で、自律した行

財政運営の確立に向け、行財政の不断の改革に取り組むことにより、初めて実現されるも

のである。 

 ここに、将来にわたり質の高い行政サービスを継続的かつ安定的に提供していくための

行財政基盤を確立し、千代田に住み、働き、学び、集う全ての人々とともに、真の地方分

権の時代にふさわしい区政を築き、基本構想の目指す千代田市を実現するため、千代田区

行財政改革に関する基本条例を制定する。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、基本構想の実現に向けて、具体的な数値目標を定め、区政の構造改

革と効率的な行財政運営の推進を図り、もって区民サービスの向上に寄与することを目

的とする。 

 

 （基本理念） 

第２条 区は、だれもが住みたいと思える魅力ある千代田区を創出するために、真に自主

的で、自律した区政の実現に向けて、行財政基盤の確立を推進するものとする。 

 

 （区長の責務） 

第３条 区長は、区の行財政改革の推進に関する施策を総合的に遂行する責務を負う。 

 

 （数値目標） 

第４条 第１条に定める数値目標は、次のとおりとする。 

（１）経常収支比率 ８５％程度 

（２）人件費比率  ２５％程度 
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 （実施状況の公表） 

第５条 区長は、行財政改革の実施状況を年１回以上公表するものとする。 

 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 
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